
助成金受給環境整備アドバイザー協会

【キャリアアップ助成金】令和4年4月1日以降の変更点



キャリアアップ助成金とは？



4月1日以降に変更があるコース

１．正社員化コース

２．賃金規定等共通化コース

３．諸手当制度等共通化コース

４．短時間労働者労働時間延長コース



１．正社員化コースの変更① 有期→無期転換の廃止



１．正社員化コースの変更② 労働者の定義

注）令和4年10月1日以降の正社員転換に適用



２．賃金規程等共通化コースの変更① 現行制度



２．賃金規程等共通化コースの変更② 改正後の内容



３．諸手当制度等共通化コースの変更① 現行制度



３．諸手当制度等共通化コースの変更② 改正後の内容



３．諸手当制度等共通化コースの変更③ まとめ



４．短時間労働者労働時間延長コースの変更① 現行制度



４．短時間労働者労働時間延長コースの変更② 改正後の内容



４．短時間労働者労働時間延長コースの変更③ 改正後の支給額


